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令和元年度普通会計定期監査結果 (前期 )

第 1監 査の概要   |

1監 査対象機 関及び実施 日

地方自治法第 199条 第 4項の規定による令和元年度前期における普通会計の定期監

査は、令和元年 7月 25日 から8月 27日 までの期間においてて本庁及び地方機関の合計

116箇所を実施した。

監査対象機関、監査年月日及び監査にあたった委員は、別紙のとおりである。

【監査対象機関】

合 計

237

116

地方機関

132

11

本    庁

計

105

105

警察本部

1'

教育庁

10

10

各種委員会等

5

知事部局

89

89

監  査

対象機関

今回監 査

実施機関

2監査対象期間

原則として平成 30年度を対象期間としたが、監査委員が必要と認めるときは、令和元

年度についても監査日までを対象期間とした。

3監査の観点

監査に当たちては、県の事務事業が法令等に則り適正に行われているか、経済性、効

率性、有効性は確保されているかなどの観点から実施した。       上

4基本事項

(1)収入

① 収八!確保のため、調定事務～徴収対策が適切に行われているか。・ |

②.収入未済の解消について、時i効の管理を含む債権管理を適切に行い、効率的な回―収

に取 り組 まれているか。

―エー



(2)予 算の執行

① 予算の執行は、適切に行われているか。

② 経済性を考慮し計画的かつ効率的に執行され、効果的なものとなつているか。

(3)契 約

Q委 託業務の実績及び履行の確認が徹底されているか。

② 予宇価格の積算根狸嘩、明眸かつ瀬切であるかも

③ 委託の成果が有効に活用されているか。   i l

(4)工事

① 工事の計 画 と設 計 t施工 が、法 令等 に準拠 しているかも適 切 かつ効 率 的 、経済 的に執

行されているか。

② 設計積算
Iにあたって十分な検討及び設計照査が行われているか。また、特に契約変

更時は必要性、経済性が検1討されているか。

③ 入札手続き、契約方法 (支 出に関する事務処理は適切に待ゎれているか。

(5)補助金等         |                    :

:o補助令等の事務処理はt関係法令等に基づいて適切に行われているか。

' ② 補鳳力事業完了後の書面や現地での履行確認lま 、必要に応じ適切に行われているか。

③ 補助事業の効果の検証は、行わわているか。    1

(6)物品     ・          .
① 適切な物品め調達:管理が行われているか。

② 物品が有効に活用されているか。

(7)財産の管理   i
① 公有財産等の管理は、規貞1等に基づき適切に行われているか。

② 公有財産は、有効に活用されているか。
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第 2 監査 の結 果

1総 括

監査 の結 果 、本 庁及び地方機 関における財 務 に関する事 務の執行 については、おおむ

ね適正に行われているものと認められた。

しかしながら、一部において、下記の指摘事項等のとおり是正または改善を要する事項

が見受けられたので、今後とも関係法令等を違守するとともに、適正かつ効率的な事務執

行の確立に努める必要がある。

2指 摘事項等の状況

今 回の監査 の結 果 、事務処理を是正・改善すべきものについては、以下のとおりであ

る。           i                     f

()は平成30年度前期監査結果件数

※監査結果は、次の区分により取り扱う。
(

(1)指 摘事項

①法令、条例又は通達等に違反しているもの           =
②機関の意思決定が適切になされていないもの

③収入確保に適切な措置を要するとの

④予算を目的外に支出しているもの

⑤不必要な予算執行をしているもの来掌標害を生じているもの

⑥経済性、効率性i有効性の観点から改善を要するもの        |
②前直指摘事項又は指導事墳とした事項のうち,是正・改善されていないもの

③その他、不当文は適正を欠く事項で指摘が適当であるィと認められるもの|

(2)指導事項‐           ■
指摘事項の項目に該当ナるもののうちi軽易と認められるもの

(3)意  見

①執行機関等に改善‐検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

②県の組織及び運営の合理化を図るため、特に措置を要すると認められるもの
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(1)収 入未済について

平成 30年度末における収入未済額は、31億 3千 3百万円で平成 29年度末より2千

7百万円減少している。

これは、主に、県税が 1千 9百万円、諸収入が1千 2百万円減少しているためであるも

なお、収入未済の中には、有効な時効中断措置を講じなからたためt時効期間が経過

している事例も認められた。

今後とも、,債務者の実態把握など適正な債権管理を行うとともに、貸付時に厳正な審査

を行うなど新規未J又金を発生させないような取組を行うべきである。

(2)収 入について

不法百用に係る不当利得請求の請求額が不足している事例、手数料収入において徴

収額が不足している事例などが認められたので、収入事務の適正な執行に努めるべきで

ある。    !

(3)予算の執行について

返納すべき旅費が年度内に戻入されていない事例、施行伺を作成していない事例など

のほか、物品の調達で同二の見積書を用いて予定価格が 3万円以下になるように分割し

て発注した事例が認められたので、適正な事務処理を行うべきであると

(4〕 契約について

委託において、契約どおりに業務が実施されていないのにもかかわらず是正を指示して

ぃない事例、実施する必要がない業務を罹走額の積纂に算ネしている事例、必要と認め

られない経費を含めて精算して支払額が過末となうてぃな事伊J、 契約書が作成されていな

い事例などが認あられたので、適正な事務処理を行うべきである。

本た、違反屋外広告物除却業務委託において、契約嶺に比べ士除却件数が少ない事

例があるので、契約の条約化、公用車の有効活用など、業務を経済的‐効率的に実施す

るべきである。
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(5)工事について

建設工事で法令に基づく通知を知事等へ行なつていなかった事例などが認められたの

で、適正な事務処理を行うべきである。

(6)補 助金等について

指定管理に関する負担金について、負担金から控除する経費の算定誤りにより負担金

が過大となつている事例、必要と認められない経費に対する補助金の支出などが認めら

れたので、補助金等の交付にあたっては、補助金等交付規則や要綱等に則り適正な事務

処理を行うべきである。

(7)物 品について    |

生産品について、消耗品等出納簿などへの登記事務が行われていない事例、毒物劇

物について、使用見込みがない物が数多く保管されている事例、定期点検及び保管庫の

施錠が不十分な事例などのほか、!廃棄予定がない射撃場保管のライフル銃 1点を不用決

定するとともに、物品が存在するのにもかかわらず物品管理簿から削除し、物品の1点検照

合等も不十分である事例が認められたも

物品取扱規則や各種通知等に基づき、適正な物品の調達 B管理に努めるべきである。

(3)財産の管理にづいて

普通財産の貸付期間満 了後も更新の可否 が決定されていない事例 、占用料の免除要

件に該 当しないのにもかかわらず免除している事例などが認められた。

公有財産取扱規則や各種通知等の周知徹底を図るとともにt連正な公有財産の管理

に努めるべきである。
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第3指 摘事項  ト

次のような不道切な事例があったので、適正に事務を執行すること。         `|

1総務部

(1,収入未済               
―          :

収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めることす(県税及び

畑算金等)              [長 崎振興局税務部・県北振興局税務部]

(2) 産 の

公共用地の未利用地で和l用 見込みのないものにっいては、売却手法の多様化等の検

討を行い、引き続き積極的な処分に努めること。             [管 財課]

2企画振興部

(1)契約                            ) i

C ′子育て■件にうれしい移住先探しプ中モ■ション業務委託において、移住体験ツアー

の参加人数等が減少したにもかかわらず.変更契約を行なつていなぃ。また、謝礼の支

i払いについて確認を行なつておらず、検査が不十分である。   [地 域づくり推進課]

② 平成 39年度長崎県しまの地域商社支援業務委託契約において、契約書に記載され

た一般管理費の算定方法が、予定額の積算内容と異なっている。またt委託料のうち

■般管理費は 19聯以内と契約書で約定されているのに、これを超える額の経費を「そ

の他」(■般管理費)として精算している。         | [地 域づくり推進課]

e総 合庁舎来客用駐車場賃貸借契約において、現地で明示している駐車台数は 17台

であるが、契約上では26台となちており、契約台数の根拠が不明確であると

‐
[島原振興局管理部総務課]

3文化観光国際部

(1)財産の管理

日中親善協議会に係る公有財産の使用許可で光熱水費等を免除しているのにもかか

わらず、徴収している。                       [国 際課]
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4県 民生活部

(1)収入未済    十

収入未済については、効果 的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。(公 益目的

取得財産残額)                        [生 活衛生課 ]

(2)契約

平成 30年度工業統計調査データ入力業i務 委託契約において、請求書の確認が不十

分であるため、支払額が過大となちている。               [統 計課 ]

(9)物 品

タクシーメーター走行検査器の売却について|、 売却予定価格の積算がされていない。

[計量検定所]

5福 祉保健部

(1)契約      : !

① 長崎県地域生活定着支援センタィ運営事業委託契約の委託料の精算において、必

要と認められない経費を含めて精算しており、委託料が過大となっている。

[福祉保健課]

② 長崎県原子力災害医療ネットワニク事業の委託契約にっいて、仕様書で定めた原子

力乗害医療ネットワ下ク検討会の作業部会を開催しないのに、経費の減額に係る変更

契約を締結していない。              ri    E医 療政策課]

(2)補助金等

長崎県聴覚障害者情報センタィの指定管理に関する負担金について、負担金から控

除する人件費の算定が誤つているため、支出した負担金が過大となつている5

t         [障
害福祉課]

-7-



( 物 品3

① 主管課に調整事務が集約化された際に引継ぐべき消耗品出納簿の引継ぎを行なって

いない。また、同出納簿において、管理すべきであったレターパックを記録することなく使

用している。                [医 療政策課・医療人材対策室]

② 持ち出し可能な備品について、所在の確認ができなくなつたものがあるとまた、使用簿

等が作成されておらず、使用者の責任が不明確である。
~    !      |      ~.  ! 

脹 崎 振興 局保梃部企画調整課 ]

③ 毒劇物
`使

用されていないもめか数多く存在し、使用の見込みがなぃままイ呆管されて

いる。またt劇物であるという認識がなく、机工に放置されておりt台帳管理や保管庫で

|の管理がなされていなぃものや、容器を移した後の使用量の管理がされていないものが

あり、適切な管理がなされていない劇物がある。| |[島原振興局保健部衛生環境課]

④ AttD(電気蘇生器)11台が所在不明となっているが、「その後に実施された定期的な点

検 出照合 でば辛1明 しておらず 、物 品 の 管理 が不適切 である。i      
ネ |

[県北振興局保健部企画調整課]

0こども政策局    l                    i

(1)収入未済|  ・      |

収入未済についててより実効性のある徴収対策に取り組みt収入の確保に努めること。

(長崎県私立学校教育振興費補助金)             [こ ども未来課]

(2)契約           !

「長崎県婚活サポートセンタニ事業」の業務委託契約におい.て、契約め菱吏に伴う1委託

料の算定を誤ってい.たため、支払ちた委託料が過大士なうている。   [こ ども未素課]
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7産 業労 働部

(1)物 品

① 研究によって取得した乳酸菌等の親株 (生産品)が消耗品等出納簿に登記されていな

い。                           [工 業技術センター]

② 陶磁器制作者から借入れて展示している陶磁器の借入事務が適切でなく、また防犯

対策が十分ではない。 [窯業技術センター]

8水 産部

(1)収 入未済

① 収入未済にういては(効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。(沿岸漁

業改善資金)                        [水 産経営課]

② 収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。(｀沈没船

引上げ等に係る費用等)‐
   テ   イ          [漁 港漁場課]

(2)予 算の執行

物品の調達においてt同 一の見積書を用いて予定価格が 3万 円以下になるように分割

して発注したものや、近接した日付で 3万円以下の予定価格で物品購入伺いを行い、同

T業者に発注しているものがある。                [漁 業取締室]

(3)契約                 l            i

同―クレィンの点検において、月次点検と年次点検の点検 項 目が重複している。

こ水産加工流通課]

(4)補助金等                         ■
'

① 長崎県広域種共同放流推進事業費補助金において、必要であるとは認められない経

費に対して補助をしている。               、  ｀
[漁業振興課]
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② 海外アンテナショップ等補助金に係る経費 (旅 費)について、詳細な確認が不十分なま

ま、補助金の交付決定を行い、さらに交付額の確定を行なつている。[水産加工流通課]

③ 長崎漁港 (長 崎地区)尾 上町・漁港環境整備施設用地の指定管理負担金において、

事業年度終了後における業務実績の分析・確認が不十分なまま、実施事業は適正とし

て承認している。          |             [漁 港漁場課]

(5)財産の管理                、

漁港施設占用に係る占用料の納付につぃて、1層行為が免吟する要倅f手 該当してぃ

ないのに免除している。            イ
[県】L振興局建設部建設管理課]

9農 林部

(1)収入未済  :

収入未済について、有効な時効中断措置を講じなかつたため、時劫敷:間 が経過してい

る拗 がある。時効管理を含む実効性のある徴収対策に取り組み、収入の確保に努める

こと。(農業改良資金特別会計)                 [農 業経営課]

(2〕 収入 :               i

狩猟者登録証の再交付に必要な手数料の徴収が不足している。またt証紙収入実績

の報告に漏れがある。     I      E目 原振興局農林水産部農業企画課 ]

(3)予算の執行                i

① 献立作成ソフトの更新・保守業務委託において、施行伺を作成してぃなぃ。

|                              [農 業大学校]

②
.職

員の旅行内容の変更において、旅費戻入金が年度内に返納されなかったため、戻

入未済となつている。 [農業大学校]
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(4)物 品

①
l林

業用種子等の生産品につ いて、消耗 品等出納簿などへの登記事務が行われてい

ない。                             [森 林整備室 ]

② サーバー等のリース満了時に備品を借入品と誤認してリース会社へ引き渡したため廃

棄処分されている。 [県北振興局農林部森林土木課]

③ 実習で生じた野菜等の生産品について、生産数量が管理されておらず、受入れ日払出

しの適正な管理が行われていない。               [農 業大学校 ]

(5)財産の管理

壱岐家畜市場及び農産物集出荷場用地として貸付けている普通財産 (土 地,建物)の

貸付が許可期限経過後も更新の可否が決定されていない。       [農 政課]

10 土木音呂       | ― |                                フ

(1)収入未済              _

① 収入未済については、2年連続増加しており、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保

に努めること。(県営住宅使用料等):     I        [住 宅課]

② 収入未済が新たに発生しているので、実効性のある徴収対策に取り組み、収入の確

保に努めること。(都市公園使用料)[県北振興局建設部田平土木維持管理事務所]

(2)収入

河,IIの本法占用に係る不当利得 t河 ,II占用料相当額)の請求についてt請求できる権利

が消滅する時効の期間を誤認していたため、請求額が不足していると

[長崎振興局建設部管理課]
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(3)契 約

① 公共事業技術情報システム運用管理業務委託において、10o万 円を超える契約にも

かかわらず、検査調書が作成されていない。また、履行確認期間を誤つている。

[建 設企画課 ]

② 長崎県用地総合システム改修業務委託において、契約書が作成されていない。

[用地課]

③ 一般国道202号他路面清掃委託(.2件 )について、清掃業務が契約書の実施回数どお

りに実施されていないのにもかかわらず、委託業者に是正を指示していない。

 ́      [長 崎振興局建設部道路維持課 ]

④ 違反屋外広告物除却業務委託において、契約嶺 |こ比べて除去田件数が少ないので、契

約の集約化、公用車の有効活用など、業務を経済的B効率的に実施するべきである。

(3E)            ＼     [県 北振興局建設部建設管理課]

⑤ 主要地方道柚木三川内線外 1線道路公薗浄化槽維持管理委託にお`いて、実施する

必要がない業務を予定額の積算に算入してぃる。        ‐

[県 北振興局建設部道路維持第一課]

⑥ 県北ダムゲエト及び取水放流設備保守点検業務委託において、不具合箇所を把握

後早急な対応がなされていない。(3E) [県北振興局建設部県北ダム管理事務所]

(4テ 財産の管理                           .
① 公共用地の未利用地については、今後も引き続き土地の実態に応じた利用又は処分

に努めること。                          [用 地課]

② 港湾施設用地や港湾区域内水域の占用において、不法占用状態が続いており解消

されていない。
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11教育庁

(1)物 品        「                    i

廃棄予定がない小江原射撃場保管のライフル銃 1点を不用決定するとともに、物品が

存在するにもかかわらず物品管理簿から削除し、物品の点検照合等も不十分である。

また、過去において、銃砲刀剣類所持等取締法上の所持の禁上に抵触すると考えられ

る時期があったことから、今後ば関係法令・規具1を遵守し、適正な管審を行うこともi

[体育保健課]
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第4意 見

今回の監査においては、規則やマニュアルの確認不足による事務処理のミスが多く見ら

れたが、この中には、過去の監査において指摘・指導した内容と同様の事例も含まれており、

ミスを繰り返さないように、改めて規則等の確認を求めたい。       |
また、補助事業や委託業務あ実績内容の確認が不十分な事例が目立ったことから、事業

内容の妥当性など判断を要する事項については、担当者任せにすることなく、組織として責

任ある対応を求めたい。

なお、特に速やかな改善・検討などが必要と認められるものは次のとおりである。

(1)収入未済への適切な対応について

収入未済については、必要な法的措置が講じられていない事例や、主債務者が履行し

なしヽ場合の保証人への請求が速やかに行われていない事例などが見受けられたことから、

珂又入未済の縮減に向け、関係規程やマニ主アルの整備を始めとした適切な対応を求めた

なお、昨年度の包括外部監査においても、債権管理に関する具体的な指摘等がなされ

てし|る が、今回の定期監査で措置状況を確認したところ、対応の遅れが見られたため、速

やかに取り組まれたい。

i                       [関 係部局所管課〕

(2]毒物劇物の適正な管理について

毒物劇物については、毒物及び劇物取締法や各機歯の危害防止規定等i:基づ巻t適

正I手 管理することとされてぃるが、保管庫が施錠されていない事例、長期間使用されずに

保管されたままとなっている事例、使用量が毒物劇物管理簿に評載されそいない事例などt

多くの問題事例が確認された。

毒物劇物Iま、盗難や災害時の散逸i他の案品との誤用などのリスクから厳格な管理を

要するものであるため、速やかに問題を把握し、改善及び指導に努められたい。

〔関係部局所管課〕

い 。
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(3)生 産品の適正な管理について

試験研究や実習等において生産・製:造 した物品 (生産品 )については、消耗品等出納簿

などに登記 して管理 しなければならないこととされているが、今回、一部の機関において、

登記することなく受入れや払出しなどの数量 が適正 に管理されていない事例や登記が 遅

延している事例 が確認された。

生産品の管理においては、生産数量や販 売数量等を適宜確認できることが不可欠であ

り、出納簿への登記を適切に行う必要があるが、登記についての認識が低い機関も見受

けられるため、改めて生産品の適正な管理について周知徹底を行うべきである。

さらに、各機関における生産品の取扱事務に応じたマニニアル等の整備促進を図られ

たいo                          〔関係部局所管課〕
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(男U紙 )

1地方機関

※下記の地方機関は、平成30年度末で事務所の廃止等が行われた とから、本庁監査の中
で実施した。

県北振興局

窯業技術センター

工業技術センター

環境保健研究センター

川棚食肉衛生検査所

太本丁警察署

農業大学校

島原振興局

長崎振興局

監 査 対 象 機 関

令和元年 8月 7日

令和元年 8月 6日

令和元年 8月 6日

令和元年 8月 6日

令和元年 8月 6日

令和元年 8月 6日

令和元年 8月 6日

令和元年 7月 26日

令和元年 7月 25日

委員監査年月 日

渡本
山田

磨毅穂
朋子

砺山 和仁
山本 由夫

砺山 和仁  山本 由夫

砺山 和仁  山本 由夫

砺山 和仁‐ 山本 由夫

漬本磨毅穂  山田 朋子

漬本磨毅穂  山田 朋子

旗本磨毅穂 山四 朋子

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

監 査 委 員

新幹線用地事務所(事務所の廃止)

計量検定所 (かいの廃止 )

令和矛年 e月 26ロ

令和元年 3月 23日

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫
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2本 庁

監 査 委 員

漬本磨毅穂 砺山 和仁

山田 朋子  山本 由夫

渡本磨毅穂  山田 朋子

砺山 和仁  山本 由夫

砺山 和仁  山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁

由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子 |

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 ′由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

濱本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 !由夫

′`濱本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁
由夫

漬本磨毅穂
山田 朋!子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫―

′濱本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

委員監査年月 日

令和元年 8月 19日

令和元年 8月 19日

令和元年 8月 19日

令和元年 8月 19日

令和元年 8月 19日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20自

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和丹年 8月 20日

令和1元年 3月20日

令和1元年 3月 20日

令和元年 8月 20日

監 査 対 象 機 関

議会事務局

監査事務局

出納局

人事委員会事務局

労働委員会事務局

福祉保健課

監査指導課

医療政策課

医療人材対策室

薬務行政室

国保 B健康増進課

長寿社会課

障害福祉課

原爆被爆者援護課

こども未未課

こども家庭課

総務文書課

県民センター

学事振興課
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水産加工流通課

水1産経営課

漁業取締室

漁業振興課

漁政課

自然環境課

廃棄物対策課

水環境対策課

地域環境課

環境政策課
―

総務事務センター

情報政策課

税務課

管財課

財政課

戦員厚生課

新行政推進室

人事課

広報課

秘書課

監 査 対 象 機 関

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日 |

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 3月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

令和元年 8月 20日

委員監査年月 日

濱本磨毅穂
山田 朋子

砺 山 和
―
仁

山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田

.朋
子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 奉口仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田′朋子

砺山 禾口仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁

由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 月月子

砺山
山本

和仁
由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺 山 和仁
山本 由夫

監 査 委 員
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監 査 委 員

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁

由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁

山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁

由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂  砺山 和仁
山田 朋子  山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 :由 夫

渡本磨毅穂
山́田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

′
｀
積本磨毅穂
i山 田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁
由夫

委員監査年月 日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 22日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 3月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 a月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

令和元年 8月 23日

監 査 対 象 機 関

漁港漁場課

文化振興課

世界遺産課

観光振興課

国際観光振興室

物産ブランド推進課

国際課

警察本部

県民協働課

男女参画・女性活躍推進室

人権は同和対策課
i

交通 I地域安全課

統計課

生活衛生課

食品安全・消費生活課

産業政策課

企業振興課

新産業創造課

経営支援課

若者定着課
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高校教育課

義務教育課

教職員課 !

教育環境整備課

福利厚生室

総務課

用地課

住宅課

営繕課

建築課

砂防課

河川課

港湾課

道路維持課

道路建設課

都市政策課

新幹線事業対策室

建設企画課

監理課

雇用労働政策課

監 査 対 象 機 関

令和元年 8月 26日

令和元年 3月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 3月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 a月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令不日元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 23日

委員監査年月 日

′Ⅲ声見本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

′`濱本磨毅穂
山田 朋子 :

砺山 和仁
山1本 由夫

漬本磨毅穂
山,国 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

′
鮮
濱本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺 山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 月丹子

砺山 和仁
山本 由夫

演
山
本磨毅穂
田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 月耳子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂  砺山 希日仁
山田 朋子  山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 月月子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺 山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

監 査 委 員
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監 査 委 員

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁
由夫

漬本磨毅穂
山田 朋手

砺山 和仁
山本 由夫

演本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

`砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 禾口仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 崩子

砺山 不口仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁

山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁

由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁
由夫

渡本磨毅穂
山田

:朋
子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山
山本

和仁
由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺 山 和仁
山本 由夫

委員監査年月 日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和!元年 8月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 3月 26日

令 和元年 8月 26日

令和元年 3月 26日

令和元年 8月 26日

令和元年 8月 27日

令和元年 3月 27日

令和元年 3月 27日

令琴田貢:年 8月 27日

令和元年 3月 27日

令和元年18月 27日

令和元年 8月 27日

令和元年 8月 27日

監 査 対 象 機 関

特別支援教育課

生涯学習課

学芸文化課

体育保健課

政策企画課

IR推進課

地域づくり推進課

スポーツ振興課

市町村課

土地対策室

新幹線・総合交通対策
―
課

県庁舎跡地活用室

農政課

農山村対策室 :

団体検査指導室

農業経営課

農地利活用推進室

農産園芸課

農産加工流通課

畜産課
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消防保安室

庁巳機管理課

森林整備室

林政課

諌早湾千拓課

農村整備課

監 査 対 象 機 関

令和元年 8月 27日

令和元年 3月 27日

令和元年 B月 27日

令和元年 8月 27日

令和元年 8月 27日

令和元年 8月 27日

委員監査年月日

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂 一砺出―和仁
山田 朋子  山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

監 査 委 員

-22-






